
企業年金の運用等の見える化（情報開示）に係る制度見直し

改正のねらい

○ 現在の制度では、企業年金の情報は加入者などの本人に通知されているほか、企業年金の運営状況については厚生労働省への報告書
の提出義務もありますが、一般には公開されていない状況にあります。

○ このため、こうした企業年金の情報を一般に公開することで、他社との比較や分析ができるような環境を整え、企業年金を行う主体
やその加入者などが、加入者等の最善の利益のために運営を改善できるようにします。

【見直しの内容】〈公布から５年以内の政令で定める日施行〉

○ 企業年金の運用の見える化（情報開示）として、厚生労働省が当該報告書の記載事項のうち一定の事項を公開することとする。
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企業年金の運用等の情報開示においては、次のような開示方法、開示項目が考えられる。

○DBの見える化

・ 開示項目については、毎年の事業報告書・決算に関する報告書の報告項目をベースとする。（一部新規に報告）

※ 運用状況（運用の基本方針等）や専門人材の活用に係る取組状況を含む情報については新たに報告が必要（事業報告書に追加）

・ 開示の方法については、厚生労働省がDB別に公表を行う。

・ 開示対象要件として規模要件を設ける。(個人情報保護の観点からの配慮も必要)

○DCの見える化

・ 開示項目については、毎年の事業主報告書・確定拠出年金運営管理機関業務報告書の報告項目をベースとする。（一部新規に報告）（RK経由の報告を想定）

・ 開示の方法については、厚生労働省が事業主・規約・運営管理機関別に公表を行う。

・ 開示は全事業所を対象とする。 (個人情報保護の観点からの配慮も必要)

・ 上記に加えて、運用の方法の見える化については、運営管理機関等による取組の改善を促進する。

企業年金の運用の見える化の開示方法・開示項目
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企業年金の運用の見える化（情報開示）

○企業年金の情報を一般に公開することで、他社との比較や分析ができるような環境を整え、企業年金を行う
主体やその加入者などが、加入者等の最善の利益のために運営を改善できるよう、制度を見直し。

→ 令和９年度 新システムの稼働（企業年金から報告書のオンライン提出を開始）予定

個社別の開示情報（イメージ）

＜メリット＞○他社との比較により自社の理解を深める

○制度としての運営改善
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開示システム

A社、B社、C基金・・・
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報告書の提出
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情報開示 社内のイントラ
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●●確定給付企業年金

基本情報

制度設計

給付実績

財政状況

資産運用状況

基金・事業所名 ●●●

制度開始月 ●年●月

実施事業所数 ●事業所

加入者数 ●人

・・・

給付額の設計 最終給与比例

予定利率 ●％

・・・

老齢年金 件数●件 総額●円

・・・

積立金 ●円

標準掛金 ●円

・・・

資産構成割合

運用実績

実施体制

・・・

●●株式会社の企業型確定拠出年金

制度情報

運用の方法・運用の指図にかかる情報

規約名（規約承認番号） ●●プラン

事業所の制度開始月 ●年●月

運営管理機関

運用関連業務 ●●銀行

記録関連業務 ●●●

加入者数 ●人

掛金総額 ●●円

・・・

商品名 種類 加入者数資産額 ・・

●●● 投信 ●人XXX ・・

▲▲▲ 投信 ●人XXX ・・

■■■ 保険 ●人XXX ・・

・・・ ・・ ・・・・・・・ ・・

◆◆◆ 預金 ●人XXX ・・
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